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愛媛県単独治山事業補助金交付要綱 

令和８年３月31日 ７森第775号 

                            農林水産部長通知 

（目的） 

第１条 県は、民有林の保全を図るため、荒廃林地内において治山事業を施行する市町、森林組合、

森林組合連合会又は市町の組合（以下「事業主体」という。）に対し、愛媛県補助金等交付規則

（平成18年愛媛県規則第17号）に定めるもののほか、この要綱の定めるところにより、予算の範

囲内で補助金を交付する。 

（補助対象） 

第２条 前条に規定する治山事業は、森林造成のための山地における保安施設事業であつて、次の

各号のいずれかに該当するもののうち、１箇所の工事費（営繕費及び工事雑費を除く。以下同じ。）

が200万円（第２号に該当するものにあつては、80万円）以上の事業とする。 

(１) 山地において天然現象等によつて発生した崩壊地、荒廃渓流、はげ山及び地隙(げき)で、

人家１戸以上又は道路その他の公共施設に直接被害を与えると認められるものの復旧事業で、

工事の規模が小さく国庫補助の対象とならないもの 

(２) 治山施設の小規模災害の復旧又は修繕補強のため施行を必要とするもの 

(３) 前２号に定めるもののほか、知事が特に必要と認めるもの 

（補助額） 

第３条 補助金の額は、治山事業に要する工事費の２分の１以内の額とする。 

（治山事業助成願の提出） 

第４条 事業主体は、補助金の交付を受けようとするときは、治山事業助成願（様式第１号）に次

に掲げる書類を添えて知事に提出しなければならない。 

(１) 治山事業箇所別実施計画書（様式第２号） 

(２) 位置図 

(３) 平面見取図 

(４) 治山事業の実施箇所の写真 

（補助金交付の内示） 

第５条 知事は、前条の書類の提出があつた場合は、これを審査し、適当と認めたときは、当該事

業主体に対し、補助金交付の見込額を内示する。 

（補助金の交付申請） 
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第６条 前条の内示を受けた事業主体は、治山事業補助金交付申請書（様式第３号）に治山事業実

施計画書（様式第４号）及び収支予算書（様式第５号）を添えて知事に提出しなければならない。 

２ 森林組合又は森林組合連合会は、前項の申請書を提出するに当たつて、交付を受けようとする

補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額（補助対象事業費に含まれる消費税及び地方消費税に

相当する額のうち、消費税法（昭和63年法律第108号）に規定する仕入れに係る消費税額として控

除できる部分の金額と当該金額に地方税法（昭和25年法律第226号）に規定する地方消費税の税率

を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下「仕入れに係る消費税等相

当額」という。）がある場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時に

おいて仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない場合については、この限りでない。 

（補助金の交付決定） 

第７条 知事は、前条の書類を受理したときは、内容を審査のうえ、指令書を交付する。 

（治山事業実施計画変更の申請） 

第８条 前条に規定する補助金交付の決定を受けた事業主体（以下「補助事業主体」という。）は、

治山事業の実施計画に重要な変更を加えようとするときは、あらかじめ治山事業実施計画変更承

認申請書（様式第６号）に変更設計書、治山事業実施計画書及び収支予算書を添えて知事に提出

し、承認を受けなければならない。 

２ 前条の規定は、前項の書類を受理した場合について準用する。 

（着工届） 

第９条 補助事業主体は、治山事業に着手したときは、直ちに工事着工届（様式第７号）に工事請

負契約書及び入札執行表の写しを添えて知事に提出しなければならない。 

（治山事業の中止又は廃止） 

第10条 事業主体は、治山事業助成願を提出した後、治山事業を中止し、又は廃止しようとすると

きは、すみやかに理由を付して知事に届け出なければならない。 

（完成届） 

第11条 補助事業主体は、治山事業の工事が完成したときは、直ちに完成届（様式第８号）に次に

掲げる書類を添えて知事に提出しなければならない。 

(１) 完成調書（様式第９号） 

(２) 収支精算書（様式第10号） 

(３) 出来形図書 

(４) 工事完成後の写真 
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（検査等） 

第12条 知事は、前条の規定による完成届を受理したときは、14日以内に検査を行なうものとする。 

２ 知事は、検査の結果工事の状況が適当でないと認めたときは、手直し工事を命ずるものとする。 

３ 前条及び第１項の規定は、手直し工事について準用する。 

（補助金の請求及び交付） 

第13条 補助事業主体は、補助金の交付を請求しようとするときは、前条の検査終了後、治山事業

補助金交付請求書（様式第11号）を知事に提出しなければならない。 

２ 知事は、前項の請求があつたときは、審査のうえ、補助金を交付するものとする。 

（補助金の概算払） 

第14条 知事は、特に必要があると認めたときは、補助事業に対し、補助金の一部について概算払

をすることがある。 

２ 補助事業主体は、前項の規定による補助金の概算払を受けようとするときは、治山事業補助金

概算払請求書（様式第12号）に知事が定める書類を添えて、知事に提出しなければならない。 

（補助金の返還等） 

第15条 森林組合又は森林組合連合会は、補助金の交付を受けた後において、消費税及び地方消費

税の申告により仕入れに係る消費税等相当額が確定した場合には、その金額を仕入れに係る消費

税等相当額報告書（様式第13号）により速やかに知事に報告するとともに、知事の返還命令を受

けて当該仕入れに係る消費税等相当額（仕入れに係る消費税等相当額として既に減額した額があ

る場合にあつては、当該減額した額を上回る部分の金額）を返還しなければならない。 

（帳簿書類の備付け） 

第16条 補助事業主体は、治山事業に係る収入及び支出の状況を明らかにした帳簿類を備え、これ

を当該治山事業が完了し、又は廃止された年度の翌年度から起算して５年間保存しておかなけれ

ばならない。 

（書類の経由） 

第17条 この要綱により、知事に提出する書類は、所轄の地方局長を経由しなければならない。 

附 則 

１ この要綱は、令和８年４月１日から施行し、令和８年度事業から適用する。 

２ 廃止前の愛媛県単独治山事業補助金交付規程（昭和45年７月24日告示第695号）による帳簿及び

台帳等の保存については、なお従前の例による。 
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様式第１号（第４条、第10条関係） 治山事業助成願 
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様式第２号（第４条、様式第１号関係） 治山事業箇所別実施計画書 

 

様式第３号（第６条関係） 治山事業補助金交付申請書 
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様式第４号（第６条、第８条、様式第３号、様式第６号関係） 治山事業実施計画書 
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様式第５号（第６条、第８条、様式第３号、様式第６号関係） 収支予算書 
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様式第６号（第８条関係） 治山事業実施計画変更承認申請書 
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様式第７号（第９条関係） 工事着工届 
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様式第８号（第11条、第12条関係） 完成届 
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様式第９号（第11条、様式第８号関係） 完成調書 
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様式第10号（第11条、様式第８号関係） 収支精算書 
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様式第11号（第13条関係） 治山事業補助金交付請求書 
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様式第12号（第14条関係） 治山事業補助金概算払請求書 
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様式第13号（第15条関係） 仕入れに係る消費税等相当額報告書 

 


